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令和６年３月定例農業委員会総会会議結果 

 

 

第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

受付ＮＯ３         保 留 

 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

 

第４号議案  あっせんの申出について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

 

第５号議案  宗像市農用地利用集積計画（所有権移転）について 

受付ＮＯ１         承 認 

受付ＮＯ２         承 認 

受付ＮＯ３         承 認 

 

第６号議案  宗像市農用地利用集積計画（利用権設定）について 

         承 認 

 

第６号議案  農業振興地域整備計画の変更について 

受付ＮＯ１         承 認 

 

第７号議案  荒廃農地に係る非農地判断について 

                     承 認 

 

 

 

 

報告事項 

第１号    農地法第５条の規定による届出について 

 



○議長 

令和６年３月の定例農業委員会総会を、ただいまより開会いたします。ただいまの出席

委員は１７名です。よって、令和６年３月定例農業委員会総会は成立いたしました。 

本日の議事は、お手元に配布しているとおりでございます。なお、総会中に発言をされ

る委員は挙手をし、議長の指名を受けたのち、起立して発言してください。 

会議中につきましては、私語をされないように、皆様のご協力をお願いいたします。 

○議長 

次に、議事録署名人を宗像市農業委員会会議規則第１４条第２項によりまして議長の指

名となっていますので指名いたします。 

○議長 

それでは、第１号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。

３件の案件が申請されています。それでは、事務局から説明を受けたいと思います。事務

局説明をお願いします。 

○事務局 

（第１号議案の受付ＮＯ１について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ１の説明がありました。次に、担当地区委員から説明を

受けたいと思います。 

〇委員 

 受付番号１の譲受人と譲渡人について説明いたします。譲受人の●●さんは住所が●●

市になっていますが、もともと地元の出身で、休みの日に今回の申請地の隣で農作物を作

っています。●●さんと●●さんは農地を管理されているのみで、●●さんのもう少し農

作物を作りたい気持ちと、●●さんと●●さんの農地を手放したい気持ちが一致したかた

ちで申請されています。地元の農事組合長、水利組合長の承諾も得ておりますので、特に

問題ないと思います。ご審議、よろしくお願いします。 

○議長 

ただいま、譲受人、譲渡人について担当地区委員から説明がありました。先の事務局の

説明と合わせて、ご質問、ご意見はございませんか。 

（なしの声） 

○議長 

ご質問、ご意見はないようですので、採決を行います。第１号議案、受付ＮＯ１につい

て、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成です。 

よって、受付ＮＯ１については、許可することに決定いたします。 

○議長 

 つづきまして、受付ＮＯ２について、事務局より説明を受けたいと思います。事務局説

明をお願いします。 



○事務局 

（第１号議案の受付ＮＯ２について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ２の説明がありました。次に、担当地区委員から説明を

受けたいと思います。 

〇委員 

譲受人の●●さんは、令和５年１月にも●●で農地を購入され、●●の●●さんたちに

助言を受けながら農業に従事しています。今回、●●市在住の譲渡人の●●さんが農地の

管理に困っていたところ、●●さんとの話がまとまり、農地法第３条の許可申請に至って

います。●●さんは、●●県に住民登録がありますが、すでに●●で家を購入され、現在、

●●で生活されています。水利関係者の承諾も得ており、特に問題ないと考えています。

ご審議よろしくお願いします。 

○議長 

ただいま、譲受人、譲渡人について担当地区委員から説明がありました。先の事務局の

説明と合わせて、ご質問、ご意見はございませんか。 

（なしの声） 

○議長 

ご質問、ご意見はないようですので、採決を行います。第１号議案、受付ＮＯ２につい

て、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成です。 

よって、受付ＮＯ２については、許可することに決定いたします。 

○議長 

 つづきまして、受付ＮＯ３について、事務局より説明を受けたいと思います。事務局説

明をお願いします。 

○事務局 

（第１号議案の受付ＮＯ３について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ３の説明がありました。次に、担当地区委員から説明を

受けたいと思います。 

〇委員 

 受付番号３について説明いたします。譲受人の●●さんは、結婚されて今は●●市に住

んであります。譲渡人の●●さんと●●さんに農地を購入したいという相談かあり、双方

が同意し、売買になっています。水利も問題ありません。よろしくお願いします。以上で

す。 

○議長 

ただいま譲受人、譲渡人について担当地区委員から説明がありました。先の事務局の説

明と合わせて、ご質問、ご意見はございませんか。 



〇委員 

 ●●さんの８９８６㎡の自作地は、宗像で稲作をされているのでしょうか。 

〇委員 

 ●●さんが耕作するということですが、地元の方にひょっとするとお願いするようにな

るかもしれません。 

〇委員 

 実際に作るのは地元の人ですか。 

〇委員 

 はい。 

〇議長 

 年齢はいくつぐらいになる人ですか。 

〇事務局 

 ４７歳です。 

〇議長 

他にご質問等はありませんか。 

〇委員 

 農地を買ってすぐ作ってもらうのはいいんですかね。 

〇事務局 

 耕作目的で買うので考え方としてよくないですね。ご自身で作る必要があります。 

〇委員 

 農地を購入後、水稲になっている以上、米を作るつもりで買いますよという申請ですよ

ね。でも実際には人に貸すということですか。 

〇委員 

 そうなると思います。 

〇委員 

 所有者だけがかわるようになるわけですか。 

〇委員 

 そうですね。 

〇議長 

 もう少し状況を担当地区委員と事務局で確認をお願いします。 

○議長 

第１号議案、受付ＮＯ３については、保留といたします。 

○議長 

つづきまして、第２号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とい

たします。２件の案件が申請されています。受付ＮＯ１について事務局から説明を受けた

いと思います。事務局説明をお願いします。 



○事務局 

（第２号議案の受付ＮＯ１について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ１の説明がありました。次に、担当地区委員から説明を

受けたいと思います。 

〇委員 

譲受人の●●は●●を運営しています。譲渡人の●●さんの農地が隣接しており、地目

は田ですが２０年以上、田として利用されていません。●●さんもそこで耕作はされてお

らず、●●が野菜などを作っているのが現状です。この度、●●が職員の駐車場が不足し

ているということで、農地転用の申請があがってきています。転用後についても、周辺の

農地に影響ありませんので、特に問題ないと思います。以上です。 

○議長 

 つづきまして、現地調査Ｃ班班長から現地確認の報告を受けたいと思います。 

〇委員 

 ●●が職員の駐車場として使用したいということですが、現地確認をしましたが、排水

関係も特に問題ありませんので、ご審議、よろしくお願いします。 

○議長 

 ただいま、事務局から受付ＮＯ１について議案説明と地区担当委員、現地調査Ｃ班班長

から説明・報告がありました。説明・報告に対してご質問、ご意見はありませんか。 

（なしの声） 

○議長 

 ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第２号議案、受付ＮＯ１につい

て、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成です。 

 よって、受付ＮＯ１について、許可することに決定いたします。 

○議長 

 つづきまして、受付ＮＯ２について、事務局より説明を受けたいと思います。事務局説

明をお願いします。 

○事務局 

（第２号議案の受付ＮＯ２について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ２の説明がありました。次に、担当地区委員から説明を

受けたいと思います。 

〇委員 

 譲受人の●●さんと譲渡人の●●さんは親子で、●●さんは次男にあたります。分家住

宅を建築したいということで相談があり、●●の農事組合も同意しております。●●さん

は数年前に農業振興課に相談されており、特に問題ないと考えています。以上です。 



○議長 

 つづきまして、現地調査Ｃ班班長から現地確認の報告を受けたいと思います。 

〇委員 

 ●●さんの農地に、●●さんが使用貸借により家を建てるということで、現地確認を行

いました。結果、特に問題と思います。以上です。 

○議長 

 ただいま、事務局から受付ＮＯ２について議案説明と地区担当委員、現地調査Ｃ班班長

から説明・報告がありました。説明・報告に対してご質問、ご意見はありませんか。 

（なしの声） 

○議長 

 ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第２号議案、受付ＮＯ２につい

て、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成です。 

 よって、受付ＮＯ２について、許可することに決定いたします。 

○議長 

それでは次に、第３号議案「あっせんの申出について」を議題といたします。２件の案

件が申請されています。受付ＮＯ１と受付ＮＯ２について、一括して審議を行います。事

務局から説明を受けたいと思います。事務局説明をお願いします。 

○事務局 

（第３号議案の受付ＮＯ１と受付ＮＯ２について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から受付ＮＯ１と受付ＮＯ２の説明がありました。この件につきまし

ては、人事案件でございますので質疑を終結します。 

○議長 

第３号議案、受付ＮＯ１と受付ＮＯ２のあっせん委員の選出にあたっては、議長の指名

といたします。あっせん委員の選出を議長指名とすることに、賛成の農業委員の挙手を求

めます。全員賛成です。 

○議長 

受付ＮＯ１と受付ＮＯ２のあっせん委員を指名いたします。よろしくお願いします。 

○議長 

次に、第４号議案「宗像市農用地利用集積計画（所有権移転）について」を議題といた

します。３件の案件が申請されています。受付ＮＯ１から受付ＮＯ３について一括して審

議を行います。事務局から説明を受けたいと思います。事務局説明をお願いします。 

○事務局 

（第４号議案の受付ＮＯ１から受付ＮＯ３について、資料により説明） 

○議長 

ただいま受付ＮＯ１から受付ＮＯ３について、事務局から説明がありました。ご質問、



ご意見はございませんか。 

（なしの声） 

○議長 

ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第４号議案、受付ＮＯ１から受

付ＮＯ３について、所有権を移転することに賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成

です。 

よって、受付ＮＯ１から受付ＮＯ３については、所有権移転を承認することに決定いた

します。 

○議長 

つづきまして、第５号議案「令和５年度宗像市農用地利用集積計画（利用権設定）につ

いて」を議題といたします。この件につきまして、事務局から説明を受けたいと思います。 

○事務局 

（第５号議案について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から第５号議案の説明がありました。説明についてご質問、ご意見は

ございませんか。 

（なしの声） 

○議長 

ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第５号議案「令和５年度宗像市

農用地利用集積計画について」承認することに、賛成の農業委員の挙手を求めます。全員

賛成です。 

よって、令和５年度宗像市農用地利用集積計画について承認することに決定いたします。 

○議長 

つづきまして、第６号議案「農業振興地域整備計画の変更について」を議題といたしま

す。この件につきまして、農業振興課から説明を受けたいと思います。 

〇農業振興課 

（第６号議案について、資料により説明） 

○議長 

 農業振興課の説明に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

（なしの声） 

○議長 

 ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第６号議案、農業振興地域整備

計画の変更について、宗像市長に対して可の意見書を提出することに、賛成の農業委員の

挙手を求めます。全員賛成です。 

 よって、宗像市長に対して可の意見書を提出することに決定いたします。 

 



○議長 

 つづきまして、第７号議案「荒廃農地に係る非農地判断について」を議題といたします。

事務局から説明を受けたいと思います。 

○事務局 

（第７号議案について、資料により説明） 

○議長 

ただいま、事務局から第７号議案「荒廃農地に係る非農地判断について」説明がありま

した。説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

○議長 

ご質問、ご意見がないようですので、採決を行います。第７号議案「荒廃農地に係る非

農地判断について」承認することに、賛成の農業委員の挙手を求めます。全員賛成です。 

よって、第７号議案「荒廃農地に係る非農地判断について」は承認することに決定いた

します。 

○議長 

それでは次に、報告事項の審議を行います。報告事項は１件であります。報告事項第１

号「農地法第５条の規定による届出について」が提出されております。宗像市農業委員会

事務局処務規程第６条第３号の規程により、事務局長が専決処分を行っていますが、農林

事務次官通達により、直近の総会に報告することになっております。この件につきまして、

事務局から報告を受けたいと思います。 

○事務局 

（報告事項第１号について、資料により説明） 

○議長 

 ただいま、事務局から報告事項第１号の説明がありました。この件につきましては、報

告となりますが、何かご質問等はありませんか。 

（なしの声） 

○議長 

お諮りいたします。本委員総会中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は、議長

に委任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

○議長 

ご異議なしと認めます。よって字句、数字等の整理、訂正は、議長に委任することに決

定いたしました。 

以上で、本委員会総会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

よって、令和６年３月定例農業委員会総会は閉会いたします。 

 

 


